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民法（債権法）改正検討委員会は、本年４月に「債権法改正の基本方針」を

公表した。今秋には法務省法制審議会において「債権法改正」の審議が始まる

と伝え聞いている。民法（債権法）をもし改正する必要があるとすれば、真っ

先に頭に思い描かれなければならないのは前近代的な連帯保証・根保証被害を

根絶するための保証人保護のための保証法の改正である。自ら何らの経済的利

益も受けない情宜的保証人が経済的に破綻をし、あるいは保証人をかばわんと

して主債務者が自殺をするなど、悲惨な保証トラブルがわが国では未だに日々

発生している。本来貸付は貸主の自己責任において行われるべきであり、安易

に保証人に責任転嫁をすることは許されない。貸金業法においては、保証人の

返済能力を超える貸付について一定の規制をしているものの、保証人保護のた

めには必ずしも十分ではないし、銀行等公的金融機関による融資やクレジット

・リース取引においては保証について有効な規制はほとんど存していない 「債。

権法改正」が審議されるならば、改正作業に関わる法学者・実務家などにおい

てははまずは前近代的な保証制度の改正にまずは真剣に議論をする姿勢が求め

られている。私たちは、保証被害を無くすために２００９年４月１１日付けで

「保証被害をなくすための民法（保証制度）改正を求める決議」をしたところ

である。

ところが 「債権法の基本方針」では 「契約条項は、明確かつ平易な言葉で、 、

表現されること 「保証人に、その責任の内容につき、正確な認識を形成するに」

足りる情報を提供すること 「保証人の資力に比して、過大な責任を負わせない」

こと」が提案されているものの（ ３．１．７．０２ （保証契約等の締結 、【 】 ））

これは「努力義務」に留まっており、その他、保証人保護のための有効な改正

提案は見あたらない。また 「催告の抗弁権 （ ３．１．５．０７ （検索の抗、 」【 】

弁 ）や 「分別の利益 （ ３．１．７．０８ （数人の保証人がある場合 ）の） 、 」【 】 ）

廃止が提案されるなど、むしろ保証人保護を後退させる方向での検討がなされ

ているのではないかと疑わしいところもある。保証法については平成１６年に

法改正がなされていることも抜本改正の提案を行わない理由として掲げられる

こともあるが、平成１６年改正は、保証人保護にとっては極めて不十分な内容

であり、更なる見直しが附帯決議において求められていたところでもある。仮

に平成１６年に法改正したから、今般の改正から見送るというのであれば、や

はり民法は機動的な改正には対応できない硬直的な法典であると評価せざるを



得ず、消費者契約法の取込みなどについても大いに懸念を抱かざるを得なくな

るところでもある。

そこで私たちは、悲惨な保証被害を根絶するために下記の通りの改正を求め

る次第である。また今後、私たちは、日々寄せられている保証被害を社会に告

発し、これを根絶するための法改正運動に取り組む所存である。

記

１．上記債権法改正提案【３．１．７．０２】＜２＞については、努力義務で

はなく法的義務であることを明記するとともに、これに違反が存する時は保

証契約の取消権及び損害賠償請求権を定めること。

２．保証契約においては、そのリスクを明確かつ詳細に最悪の場合にどのよう

な自体になるのかを説明し、その事態についての十分な理解を得させ、それ

を承知の上でなお保証をするのかを確認すること。

３．保証人の切迫、無思慮・軽率、異常な精神状態、経験不足という状況を濫

用して、保証契約を締結し、あるいは、保証引受契約を締結させてはならな

いこと。

４．保証人の支払能力を超えると認められる保証契約を締結してはならないこ

と。

５．保証契約においては契約後相当の期間内における解約権を設けること。

６．貸主は主債務者の返済状況を定期的に保証人に報告する義務を負うこと。

また、貸主は主たる債務の履行が遅滞した場合は、その旨を直ちに保証人に

通知しなければならないこと。

７．主たる債務に分割払いの定めがある場合においては、保証人に期限の利益

を維持する機会を与えること。

８．根保証契約においては、主債務者の資産状態が急激に悪化する等、根保証

契約締結の際に予測しえなかった特別の事情が生じた場合には特別解約権を

認めること。また貸主が特別の事情を認識し、または認識し得た後の貸付に

ついては保証責任を負わないこと。

９．複数保証人が存する場合は当然に分別の利益を認めること。

以 上


